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平成１８年２月大和市教育委員会定例会 

 

○平成１８年２月１６日（木曜日） 

○出席委員（４名） 

 １番 委員長職務代理   鈴 木 健 次 

 ２番 委     員   奥 原 美 帆 

 ３番 教  育  長   國 方 光 治 

 ５番 委  員  長   田 村   繁 

○欠席委員（１名） 

 ４番 委     員   長谷川 愛 子 

○事務局出席者 

教育総務部長 箱 﨑 香代子 総 務 課 長 加 藤 静 雄 

学校教育課長 小 川 輝 夫 
学 校教育課 
保健給食担当 
課 長 補 佐 

高 橋 朝 行 

指 導 室 長 丸 田 昭 文 教育研究所長 伊 藤 恵 子 

生涯学習部長 吉 野 貴 子 社会教育課長 沢 田 照 男 

生涯学習センター 
館 長 曽 根 博 明 図 書館館長 斎 藤 一 夫 

スポーツ課長 佐 藤 友 一 青少年ｾﾝ ﾀ ｰ 
館 長 相 沢 克 正 

○書  記 
総務課庶務調整 
担当課長補佐 

加 藤 廣 已 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 前々会会議録の承認 

 ４ 会議録署名委員の決定 

 ５ 教育長の報告 

 ６ 議   事 

   日程第１（議案第４号）  大和市立学校体育施設の使用料徴収について（答申） 

   日程第２（議案第５号）  大和市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規

則について 

   日程第３（議案第６号）   大和市立学校給食員の勤務時間、休暇等に関する規則の一

部を改正する規則について 

   日程第４（議案第７号）  平成１７年度大和市教育費補正予算案について 

   日程第５（議案第８号）  大和市学校教育基本計画（案）について 

   日程第６（議案第９号）  平成１８年度大和市教育費予算案について 

   日程第７（議案第１０号） 県費負担教職員の管理職人事について 

 ７ そ の 他 

 ８ 閉   会 

 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

 

 

 

   

開会 午後 １時３０分 

 傍聴の方に申し上げます。傍聴人は議事について可否を表明したり、審査

に支障をきたすことのないよう、念のため申し上げておきます。 

 ただ今から教育委員会２月定例会を開会いたします。 

 会議時間は午後５時までとします。 

 １月臨時会の会議録は、署名委員の署名をもって承認されました。 
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○國  方 

 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

○鈴  木 

 委員長職務 

 代 理 者 

 

 

 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

○奥原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の署名委員は、２番、奥原委員、３番、國方教育長にお願いいたし

ます。 

 続いて、教育長の報告を求めます。 

 １月２６日以降の主な事項につきましてご報告申し上げます。 

 １点目、１月３０日と３１日の２日間にわたって小学校８校の学校訪問

をさせていただきました。それぞれの学校の特色ある取り組みということ

でご報告をいただき、有意義な訪問だったと思います。 

 ２点目、２月８日に中央林間小学校の研究発表がございました。中央林

間小学校は、特別支援教育推進モデル校として２年間研究をしていただ

き、その延長として県の指定を受けての発表でございました。大変きめ細

かな指導をしている様子が受け取れたわけでございますが、１年生のクラ

スをモデルにしての報告でございました。瀬谷養護学校の先生のご助言

で、「特別支援教育は突き詰めていくとどういう授業をしているか、そこ

にかかってくるのだ」というのがございまして、大変印象的でした。 

 ３点目、２月１２日の日曜日に、第６０回市町村対抗かながわ駅伝競走

大会が行われました。秦野から相模湖までの７区間で競技が行われまし

た。大和市は、学生を中心に若い力を結集して大会に臨みました。昨年が

１４位、今年は順位を２つ上げまして、１２位という結果でございまし

た。今年の選手については来年もまた参加できるのではないかと思ってお

りますので、今年以上の成績が期待できると思います。 

 続いて、今後の予定でございますが、まず２月２６日に、市内一斉防犯

パトロールがございます。これは市の防犯協会が主催するものでございま

すが、今まで学校への参加呼びかけ等はなかったのですが、子どもの悲惨

な事件をきっかけにしまして、地域と学校とが双方に連携し合おうという

ことで防犯協会の方から要請がございまして、それを受けて各学校にでき

る限り参加するように指示をしたところでございます。市内の駅を中心と

した８会場で開催されます。 

 ３月４日には、文化連盟５０周年の式典並びに発表会がございます。 

 小中学校の卒業式につきましては、３月１０日が中学校、３月２２日が

小学校の卒業式になっております。 

 教育長の報告が終わりました。 

 質疑がございましたら、どうぞ。 

 中央林間小学校の研究発表会について、感想を述べさせてもらいます。 

当日は、大変興味深くシンポジウムを聞かせていただきました。自分の

受け持ちクラスに、教室でじっとしていられない、少ししか集中できない

子どもがいて、それにびっくりしたところから始まって、それを全校挙げ

て、外部の方の力も借りて対応していくという内容でしたが、それがいか

に大変なことかということが、シンポジウムの発言者の話を聞いていて、

非常によくわかりましたし、学校の取り組み方も興味深く伺わせていただ

きました。参加してよかったと思っております。 

 中央林間小学校の研究発表に対する感想をいただきましたが、ほかに何

かございますでしょうか。 

 教育長の報告にはなかったのですが、大和市スポーツ人の集いの感想を

述べさせてもらいます。第２次での関根監督の講演のなかに、「選手を育

てるためには、１人の選手を一生懸命育てるのではなくて、必ずライバル

をつくること、できれば２本の柱でほかの選手も引っ張っていくような二

人を育てること」というのがございました。このような話を受けて今後ス

ポーツ指導者には、どんどん選手を育てていってほしいなと思いました

し、また選手の方たちも式典でもらえたような賞をたくさんもらえるよう

に頑張ってほしいと思いました。 
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○田  村 

 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○佐  藤 

 スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

○奥原委員 

 

 

 

 

○佐  藤 

 スポーツ課長 

 

○奥原委員 

 

 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 中央林間小学校の研究発表もスポーツ人の集いも、いろいろな意味で考

えさせられることが多かったように思います。特に中央林間小学校の特別

支援教育等については、後ほどの予算とも関係してくると思いますが、大

変よく構成された発表会であったように感じます。 

 ほかにないようでしたら、教育長の報告に対しての質疑を終了します。 

 それでは議事に入ります。 

 日程第１（議案第４号）大和市立学校体育施設の使用料徴収について（答

申）及び日程第２（議案第５号）大和市立学校施設の開放に関する規則の一

部を改正する規則については、両案とも関連がございますので、一括審議と

いたします。 

 細部説明を求めます。 

 佐藤スポーツ課長。 

 大和市立学校施設の使用料徴収について、１１月定例会での決議に基づ

き１２月１６日付けでスポーツ振興審議会に諮問し、２月７日開催の同審

議会で、「学校体育施設について使用料を徴収することについては、適当

であると認めます。」との答申をいただきました。この答申を受けまし

て、議案第５号大和市立学校施設の開放に関する規則の一部改正を審議願

いたく提案するものであります。 

 現行で言いますと第１４条に規定する使用料の減免についてというとこ

ろでございますが、現行では登録団体が使用する場合、これまでは全額免

除であったものを２分の１免除に変えます。 

 なお、この使用料の減免規定のほかに、１月臨時会で一部改正されまし

た、大和市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則との整合を図り、

本規則部分の文言、用字用語を見直した結果によるものでございます。 

 施行期日は、平成１８年４月１日からでございます。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 大和市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則に関してで

すが、別表第３の備考に、「学校施設、設備の使用可能な範囲は、１次的

に固定されるものに限り使用でき、２次的附属物は使用者の負担とす

る。」とありますが、この１次的に固定されるものと２次的附属物につい

て、具体的にどのようなものをさすのかをお聞かせください。 

 まず、１次的に固定されるものの例としては、バスケットボールのゴー

ルが該当します。２次的附属物の例としては、トランポリンとかバスケッ

トボールやバレーボールのボール等が挙げられます。 

 今回は意見になりますが、今まで全額免除だったものを２分の１徴収す

るということで、市民にとっては、抵抗があることだと思いますが、この

施設を使ってスポーツを楽しむことや、また心身の成長を図ることにもな

るので、２分の１の負担といいましても、自分への投資と考えていただけ

るような周知をお願いしたいと思います。 

 受益者の公平な負担ということで、捉えていただければよろしいかと思

います。 

 ほかに質疑等がございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第４号及び第５号について採決いたします。 

 本件の原案に対してご異議ございませんか。 
（異議なしの声） 

 異議なしということでございますので、議案第４号及び議案第５号は可

決いたしました。 
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 総務課長 

 

 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○加  藤 

 総務課長 
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 社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

○加  藤 

 総務課長 

 

 

 

 

○沢  田 

 社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて、日程第３ 議案第６号「大和市立学校給食員の勤務時間、休暇

等に関する規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。 

 加藤総務課長。 

 教育委員会１月臨時会において、大和市立小学校及び中学校の管理運営

に関する規則が一部改正されたことによる整合性をとるための改正でござ

います。 

 内容的には、管理運営に関する規則第３条に規定する学校の休業日につ

いて、新たに秋期休業日が加わったことによりまして、現行の７号までが

８号になりました。この部分の整合性をとるための改正になります。 

 細部説明が終わりました。 

 質疑ご意見等がございましたら、お願いいたします。 

 これは管理運営規則の一部改正に伴って行われるものですから、特に問

題はないと思いますが、よろしいでしょうか。 

 特に質疑もないようですので、議案第６号について採決いたします。 

 本件の原案に対してご異議ございませんか。 
（異議なしの声） 

 異議なしということでございますので、議案第６号は可決いたしました。 

 続いて日程第４ 議案第７号「平成１７年度大和市教育費補正予算案に

ついて」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。 

 加藤総務課長及び沢田社会教育課長、順次説明をしてください。 

 まず、歳出の方から説明いたします。 

 １０－２の小学校費、３の学校建設費の０３、小学校防音設備整備事業

でございます。１，２４５万７，０００円の補正減でございます。これに

つきましては、大和東小学校、西鶴間小学校の設計業務にかかわる事業の

確定に伴います減額補正でございます。 

 続きまして、１０－４の社会教育費でございます。 

 ２の青少年育成費の１５、少年洋上体験事業でございます。当初予算２

００万を予定しておりましたが、ここでも事業費の確定が見込まれますの

で５０万９，０００円の補正減をするものでございます。 

 １６の青少年健全育成基金管理事務でございますが、これにつきまして

は寄附金がございましたので、この分の増加の部分を増額補正しまして、

基金の方に積み立てをするものでございます。 

 歳出については以上です。 

 続いて、歳入に入ります。 

 まず、１５－２－６の国庫支出金・国庫補助金・教育費国庫補助金の関

係でございます。 

 ２の小学校費の補助金、小学校防音事業の補助金ですが、先ほど歳出の

方でご説明申し上げましたように、事業確定による減額の補正予算が１，

１２７万円でございます。 

 続きまして、１８－１－４の教育費寄附金でございます。 

 ２の０４、青少年育成のための寄附金でございまして、こちらには４回

寄付行為がございます。合計額８６０万円ございますので、この分を収入

として増とさせていただきました。 

 続きまして、１９－１－５の青少年健全育成基金繰入金でございます。

事業の確定に伴いまして１５０万９，０００円の補正減とさせていただき

ました。 

 続きまして、２１－５－１の雑入でございます。ほかの種目に入らない

ようなものを雑入といたしまして、こちらでは１の２８、青少年健全育成
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 総務課長 

 

 

○田  村 

 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○伊  藤 

 教育研究所長 

 

 

助成金です。これにつきましては、洋上体験事業の部分でございまして、

コミュニティ助成事業の助成金が歳入の見込みとしてございます。これに

つきましてはあくまで見込みでございますので、後日決定しましてまた補

正の可能性もあるという数字でございます。 

 続きまして、２２－１－５の市債・教育債の０１、小学校債ですが、ま

ず、０１の小学校パーソナルコンピュータ整備事業債１，１７０万円の減

額でございます。これにつきましても事業確定によるための減額でござい

ます。 

 ０２の小学校大規模改修事業債６０万円の増でございます。これにつき

ましては、大和小学校、深見小学校のトイレ改修の中で起債を６０万円増

額するものでございます。 

 ０３の小学校防音設備整備事業債につきましては１，９３０万円の減額

でございます。これにつきましては南林間小学校、福田小学校、下福田小

学校の温度保持工事の事業確定に伴う減額でございます。 

 続きまして、０２の中学校債、０１の中学校大規模改修事業債でござい

ます。３０万円の補正増でございます。内容的には引地台中学校のトイレ

改修工事事業確定に伴う起債の増額分３０万円の補正増でございます。 

 続きまして、０３の社会教育債でございます。 

 その中の０１、生涯学習センター施設整備事業債でございまして、事業

の確定に伴いまして、１，０１０万円を補正減するものでございます。林

間学習センターの空調設備の改修がこれに該当いたします。 

 続きまして、０２の旧小倉家住宅復元設備事業債でございます。こちら

につきましては、２年間の継続事業で復元するに当たりまして事業費がこ

こで確定してまいりましたので、補正額マイナスの２，８７０万円を補正

減とさせていただきます。 

 歳入については以上でございます。 

 細部説明が終わりました。 

質疑、ご意見等がございましたら、お願いいたします。 

 私から一つだけ質問させていただきます。小学校のパーソナルコンピュ

ータの整備事業において、１，１７０万円ほど減になっているのですが、

この理由について、お聞かせください。 

 パーソナルコンピュータ整備事業は、国庫補助と一般財源と起債の３つ

の予算を組み立てて行う計画だったのですが、入札結果により、相対的に

事業費が落ちたということで、当然起債の借入れも少なくて済むという内

容でございます。 

 ほかに質疑はございませんか。 

特にないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第７号について採決いたします。 

 本件の原案に対してご異議ございませんか。 
（異議なしの声） 

 異議なしということでございますので、議案第７号は可決いたしまし

た。 

 続いて、日程第５ 議案第８号「大和市立学校教育基本計画（案）つい

て」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。 

 伊藤教育研究所長。 

 これからの大和市の学校教育の方向性を示すものとして、大和市学校教

育基本計画を定めたいと考えております。 

 平成１５年度より策定準備を進めてまいりましたが、その間教育委員の

皆様には学習会や協議会等を通してさまざまご教授いただきました。この
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たびお手元の基本計画案のとおり原案が完成し、策定委員会より教育長に

報告がございましたので、よろしくご審議をお願いいたします。 

 グローバル化や情報化、地方分権化といった時代の潮流や国の教育改革

の動き、また大和市のまちづくりの動き、もろもろの調査から見えてくる

大和市の教育課題などを踏まえて作成いたしました。 

 この基本計画は、市の第７次総合計画にあわせて基本構想、基本計画、

実施計画という３層で構成しております。 

 基本構想につきましては１０ページからの記載になりますが、今後１２

年間を見通した学校教育の基本理念を示しております。「自ら成長する

力」を育む学校教育といたしました。 

 次に、基本計画につきましては、１３ページから記載されております。

１２年間のうちの前期６年間の目標と、その目標を達成するための施策の

方向を示しております。 

 目標につきましては７つ示しました。そのうち基本目標の１から３は、

めざす子ども像を示しております。４から７は、そのめざす子ども像を実

現するための学校像、教職員像、家庭像、地域像をそれぞれ示していま

す。教育フォーラムや電子メールでいただいた市民のご意見はここに反映

させています。 

 続いて、２１ページからが実施計画になります。これは基本目標と施策

の方向を受けて、具体的に今後３年間どのような取り組みを行うかを示し

ています。枠の中に主な取り組みをあげておりますが、そのなかでも特に

重点として優先的に取り組む内容を重点施策として示しています。 

 最後に、２８ページ、２９ページになりますが、全体の構想図を見開き

で示しました。 

 以上が全体でございます。 

 今後、各学校ではこの学校教育基本計画をもとにして学校運営、教育課

程を考えていくことになります。 

 本冊子につきましては、市長部局、議会、全教職員に配布いたします。

また、概要版を作成いたしまして５月に全戸配布する予定でおります。現

在はホームページにおいて情報提供をしております。 

 以上でございます。 

 細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 この冊子を読ませていただいて、とてもかた苦しくなく読みやすい文章

で、また構成もとてもわかりやすくよいものだなと思いました。学校や家

庭また地域がそれぞれ自身の立場をまずは確立して、またお互いに協力し

合う体制を働きかけていくようにしなければならないなと思いました。 

 この教育基本計画については、昨年の２月に第１次素案をいただきまし

たときから、私どももいろいろ意見を言わせていただいて、文書にそれを

取り上げていただいているという現実を実感いたしました。奥原委員もお

っしゃいましたように、私も最初の案と比較しながら見てきましたが、随

分見やすくわかりやすく、よくまとめていただいたなと思っております。 

 １２年間という息の長い計画ですので、教育界もいろいろまたこれから

変わりそうな雰囲気ですので、後半の６年間、またどうかなという思いも

しないでもございませんが、当面４月からこういう基本計画に沿って大和

の教育が動いていければいいかなという感想を持っております。 

 議論をし直せば、いろいろと議論があると思いますが、策定委員会での

いろいろな討議もあり、それからまたそれを要所要所で私どもにもご提起

いただいて、私たちは私たちなりのいろいろな意見、希望を申し上げまし

て、それを調整していくだけでも非常に大変だったのではないかと思いま
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す。 

 当初は何かうたい文句が羅列されているような感じでしたが、非常に着

実なものになって、それで一つ一つこの委員会でも話題になるような事業

がどういう全体の位置づけにあるかということが、私の頭の中にも入るよ

うにできているので、感謝をしております。 

 私を含め、本日出席の委員が意見とか感想を述べましたので、ほかにな

いようでしたら、質疑等を終結いたします。 

 これより議案第８号について採決いたします。 

 本件の原案に対してご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 
 異議なしということでございますので、議案第８号は可決いたしまし

た。 

 続いて、日程第６ 議案第９号「平成１８年度大和市教育予算案につい

て」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。 

 加藤総務課長、沢田社会教育課長、順次説明をしてください。 

 お手元の平成１８年度教育費予算書に基づいてご説明いたします。 

 まず１ページをご覧ください。 

 平成１８年度一般会計における教育費の割合は、１２．２８％で、金額

は、７３億３，６０５万９，０００円で、対前年度伸率は、１．３９％で

ございます。 

 平成１８年度教育費予算額の内訳については、１から３が教育総務部所

管、４と５が生涯学習部の所管ということでございます。 

 続きまして、２ページをお開き願います。表が一般会計と教育費の推移

ということで、平成１４年度から１８年度の５カ年の推移が出ておりま

す。 

 次のページに平成１８年度債務負担行為がしめされておりますが、これ

につきましては児童館の指定管理料から北大和小学校給食室の改修事業と

いうことで、平成１９年度以降の債務負担の関係が出ております。それぞ

れ３年ないし５年というようなかたちのなかでずっとこれから支払ってい

かなければいけない内容のものでございます。 

 一番下の平成１８年度継続費につきましては、光丘中学校の建設が平成

１８年度からとなっております。詳細につきましては防音設備事業という

ことで防衛庁の補助で行うということで平成１８年度と平成１９年度の２

カ年の継続費。下段の方は防衛の補助事業以外の基本事業において平成１

８年度から平成２０年度の３カ年の継続費となっております。 

 続きまして、平成１８年度の歳出予算総括表をご覧ください。 

 教育費につきましては、平成１８年度予算７３億３，６０５万９，００

０円、前年度予算と比較いたしますと１億３８万３，０００円の増額でご

ざいます。 

 教育総務費につきましては１０億５６万円、前年度比較としましては、

５，１８６万円ほどの減で、４．９％の減になります。 

 それでは内容に入ります。 

 １ページの事務局費ですが、１６の私立幼稚園就園支援事業ということ

で、前年度と比較いたしますと約１，１００万円余りの減となっておりま

す。この内容につきましては、その後に細かい数字があると思います。こ

の中の５ページから６ページのところの部分に当てはまりますが、これに

つきましては国の制度改正、あるいは市の負担補助分の見直し、こういう

ものをひっくるめて見直された結果、この額になっています。今後この制

度を使って維持していくために、これらを使ったなかからマネジメントし
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たという内容になっております。 

 次のページをお開きください。２６の市立小中学校創立記念行事支援事

業、これは小学校５０周年事業に当たるものですが、支援金は１校２０万

円で、草柳小学校、桜丘小学校、深見小学校の３校ですから６０万円で

す。予算書の細部説明の中では７ページから８ページとなります。 

 続きまして、教育指導費の１０、障害児教育ヘルパー等派遣事業、今年

度予算は４，４５８万８，０００円です。前年度と比較しますと１，１２

２万４，０００円の増となり、３３．６％の伸びをしております。細部説

明では１３ページから１４ページに記載しております。内容といたしまし

ては、障害児教育ヘルパーを現行の４０人から６人増やして４６人体制を

とって対応するということであります。それからスクールアシスタントに

つきましては、現行の６人から１３人増やして１９人となります。 

 続きまして、小学校費の学校管理費の１１、小学校パーソナルコンピュ

ータ整備事業、予算は６，９００万円で前年度と比較しますと８，７００

万円ほど減になっておりますが、小学校につきましては、平成１７年度は

１２校、平成１８年度は５校です。学校数が大幅に減っていますので減額

になっております。細部説明では、１７ページから１８ページに記載して

おります。 

 続きまして、教育振興費の０２、小学校就学援助事業でございます。予

算としましては２億５，３１１万７，０００円で、前年度よりも１，１２

８万４，０００円ほど増となっております。これにつきましては、現行の

生活保護基準の１．４倍以内を１．５倍にする。ただし、社会保険料は控

除しないということで、試算した内容でございます。細部説明では、１７

ページから１８ページに記載しております。 

 続きまして、３の学校建設費でございます。学校建設費につきまして

は、全体としては４．４％の伸びですが、新たな事業といたしましては０

５の中央林間小学校増築事業９，６８１万７，０００円。内容といたしま

しては、教室が不足してくるということから４教室を増やすというもので

ございます。細部説明では、２１ページから２２ページに記載しておりま

す。 

 続きまして、４ページの中学校費でございます。 

 学校管理費の１０、中学校パーソナルコンピュータ整備事業１億３，４

０２万７，０００円が皆増となっております。先ほど小学校の説明をいた

しましたが、中学校につきましては光丘中学校を除く８校について整備を

するという内容でございます。細部説明では、２３ページから２４ページ

に記載しております。 

 続きまして、教育振興費の０２、中学校就学援助事業に関しまして、先

ほど小学校でも説明をいたしましたが、中学校につきましては基準を改め

ることによって１，５５０万円余りの減になっております。細部説明で

は、２５ページから２６ページに記載しております。 

 続きまして、中学校の学校建設費ですが、前年度比較で言いますと約３

億７，０００万円余り増となります。これは光丘中学校の建設ということ

で、まず０２ですが中学校防音設備整備事業、これは光丘中学校の防音事

業そのものでございます。それから０４光丘中学校建替事業、これが基本

分ということで、それぞれ増減率が９．７倍と４．６倍となっておりま

す。 

 教育総務部所管は以上でございます。 

 続きまして５ページをご覧ください。生涯学習部関係の歳出予算案でご

ざいます。 

 ４の社会教育費、予算１５億６，８００万円で前年度に比べてマイナス
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３．６％となっております。金額にして５，８００万程度の減でございま

す。 

 １の社会教育総務費でございますが、こちらの費目は生涯学習部及び社

会教育課の事務執行に要する事務的な経費でございます。 

 その中の０８、文化芸術振興事業ですが、こちらの事業は文化祭開催経

費とコミュニティセンターを会場といたしました音楽会の経費が主なもの

でございます。今回５．１倍と大きく増えておりますが、これにつきまし

ては生涯学習センターホールの事業委託料の予算費目変更によるものでご

ざいます。細部説明は、３３ページに記載しております。 

 続きまして、２の青少年育成費でございまして、青少年センターで実施

されています青少年育成にかかります事業費でございます。０４の児童館

管理運営事業でございますが、児童館の指定管理者への事業費及び人件費

に当たる費用でございます。細部説明は３５ページに記載しております。 

 同じく、青少年育成費の１７、ツリーガーデン建設事業については、緑

野市営住宅の近くにある「緑野青空子ども広場」の樹木を生かした遊び場

を地域の方々と企画建設していくための費用でございます。 

 続きまして、３の公民館費でございますが、これは各学習センターにお

ける関連的な経費でございます。主なものは１４の生涯学習センター施設

整備事業でございまして、桜丘学習センターの空調関係の改修費とつきみ

野学習センターの駐車場用地買収でございます。 

 続きまして、４の図書館費でございますが、これは図書館に関する経費

でございます。０２の図書館資料貸出事業については、約１万５，０００

冊の図書購入経費でございます。特に平成１８年度は子ども用の本に重点

を置きましてこの事業を展開する予定をしております。 

 ７ページをご覧ください。６の文化財保護費でございますが、０８の郷

土民家園管理運営事業については、泉の森にございます民家園小川家、北

島家の指定管理者に関する経費でございます。細部説明は４９ページに記

載しております。 

 併せて１１の下鶴間ふるさと館維持管理運営事業に関してですが、現在

旧小倉家の復旧工事も終わりまして、７月から指定管理者を導入していき

ますので、そちらの指定管理の委託料が主なものでございます。詳しく

は、５１ページに記載しております。 

 続きまして、５の保健体育費でございますが、こちらにつきましてはス

ポーツ関係の経費が主なものでございます。 

 ０５のスポーツ教室開催事業については、スポーツ講師や財団への委託

の費用でございます。今回３．１倍の増となっておりますが、これにつき

ましては委託の中に人件費を算入したことによるものです。詳しくは５３

ページに記載しております。 

 同じく、１１の野球場施設管理運営事業については、引地台野球場ほか

３野球場の指定管理料でございます。 

 ８ページの体育施設費をご覧ください。 

 体育施設に関する用地買収大規模改修が該当いたします。その中の０

３、野球場施設大規模改修事業でございます。これは引地台野球場のスコ

アボードのシステムを変えるために発生するものでございまして、平成１

８年度はソフトの開発の方に費用を計上したいと思っております。 

 それから８ページの一番下の欄をご覧ください。１－９の企画費の２

４、（仮称）子どもフェスティバル事業でございますが、これは平成１８

年度の総合計画の一つの目玉といたしまして、子どもの事業を展開するも

のでございまして、子どもたちによる実行委員会を設置して企画運営を実

施する経費とフェスティバルにかかる運営費を計上しております。青少年
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センターが担当いたします。 

 それから、１－１５の余暇活動推進費でございます。０１のスポーツ・

よか・みどり財団支援事業でございます。こちらは約５億円で、４．５倍

の増を示しております。こちらの内容といたしましては、まず出資金でご

ざいます、これが３億１，０００万円、それから派遣職員の人件費等が約

２億円でございます。 

 同じく、８ページ中段の学校給食管理費ですが、予算としては９億円余

りでございます。特にこの中で１３の学校給食設備整備事業ということで

前年度比較で１，８００万円増えております。内容といたしましては、学

校給食にかかわる設備あるいは機械等を耐用年数あるいは老朽化に伴って

買いかえるということでございます。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続けて、歳入に入りたいと思います。 

 歳入予算事業別説明資料に基づき説明をいたします。 

 まず、使用料の中の小学校使用料でございます。１，９００万円余りの

歳入となっておりますが、大きなものといたしましては０３の土地使用

料、これは昨年の１０月から始めました学校における教職員の駐車料金が

主な内容です。 

 中学校使用料についても、同様な内容です。 

 生涯学習部からは、土地使用料と合わせまして学校施設使用料と学校に

関する収入を確保しております。２，９００万円程度でございます。 

 それから、３の社会教育使用料でございますが、こちらにつきまして

は、生涯学習センター使用料、土地使用料、建物使用料ということで２，

１００万円程度を見込んでおります。 

 それから、４番目の保健体育使用料でございます。こちらにつきまして

は土地使用料でございまして、これはスポーツ施設等がございますので、

大野原とか草柳の庭球場や下福田球場等の施設使用料でございます。 

 それから、０２建物使用料につきましては、スポーツセンターに隣接す

るカフェテリアの使用料です。 

 続きまして、１５－１－２の教育費国庫負担金でございます。 

 まず、小学校費負担金ですが３，４０４万円余りで、これにつきまして

は、中央林間小学校の増築事業にかかるものが主な内容です。 

 次の中学校費負担金は、５，８１３万円余りで、これは光丘中学校建替

事業に伴う国庫の負担金でございます。負担率３分の１及び２分の１でご

ざいます。 

 続きまして、２ページに入りたいと思います。 

 教育費国庫補助金、市の教育総務費の補助金ですが、これは幼稚園の就

園費に係る部分で５，３８０万円余りでございます。 

 次の小学校費補助金、これにつきましては０１から０５までの事業がご

ざいます。４億２，３００万円余りでございますが、それぞれ防衛の部

分、文部科学省の関係の補助金等々でございます。 
次の中学校費補助金でございますが、大きなものとして挙げられるのは０

５と０６の事業です。共に光丘中学校の工事分の補助金でございます。０５

が防衛の補助分、０６が文部科学省の補助という内容でございます。 
 続きまして、いちばん最後の段になります。社会教育費補助金でござい

ます。 

 まず、０１としまして国宝・重要文化財保存整備事業でございまして、

補助率が２分の１となっております。 

 それから、０２の生涯学習センター施設整備事業でございまして、こち

らは定額補助となっております。 
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 続きまして、１５－２－７の特定防衛施設周辺整備調整交付金でござい

ますが、主なものは大和スポーツセンターの陸上競技場の補助金や小中学

校のパソコン等の整備事業補助金です。 

 続きまして、１６－２－８の教育費県補助金ですが、教育総務費補助金

といたしましては、運動部の部活の指導者活用事業の補助金が３分の１で

ございます。 

 社会教育費補助金といたしましては、主なものは放課後児童健全育成事

業補助金でございまして、補助率は３分の２となっております。 

 市町村振興補助金については、生涯学習センター施設整備事業となって

おりまして、桜丘学習センターの空調の補助金でございます。１，１００

万円程度県からいただく予定でございます。 

 続きまして、１６－３－６の教育費委託金でございますが、スクーリン

グ・サポート・ネットワーク事業等の委託金でございます。 

 それから、１７－１－２の利子及び配当金でございますが、積立基金の

利息、それから運用基金の利息がそれぞれございまして、積み立ての方は

文化会館建設等の基金利子でございます。運用基金につきましては文化振

興基金の利子でございます。 

 それでは、４ページの１８－１－４をご覧ください。教育費の寄附金で

ございます。１は教育総務費の寄附金でございまして、奨学基金のための

寄附金２０万円でございます。 

 ２は社会教育費寄附金でございまして、文化会館建設のための寄附金２

０万円のほか、スポーツ振興のための寄附金１億１，０００万円がござい

ます。 

 それから、１９－１－３の文化会館建設基金繰入金、１９－１－４の生

涯学習振興基金繰入金、１９－１－５の青少年健全育成基金繰入金はご覧

のとおりでございます。 

 それから、２１－５－１の雑入でございますが、こちらの生涯学習部の

主な項目といたしましては、放課後児童ホームの育成料の歳入を３，００

０万円程度確保いたしました。それから、その他の収入としまして、電話

使用料やコピー利用等を確保したいと思っております。 

 続きまして、５ページの２２－１－５の教育債についてですが、小学校

債の主な内容は、パーソナルコンピュータ整備事業や中央林間小学校増築

事業で、計８，７６０万円を予定しております。 

 中学校債は総額１億４，５４０万円で、主な内容は、中学パーソナルコ

ンピュータ整備事業、大規模改修事業、光丘中学校建替事業となっており

ます。 

 その下の社会教育債については、桜丘学習センターの空調改修工事に伴

いまして借り入れを予定する起債となってございます。２億４，６００万

円程度の借入れを予定しております。 

 最後に、保健体育債６５０万円、これにつきましては学校給食の設備整

備に伴う事業債です。 

 細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等がございましたらお願いします。 

 では、私から発言させていただきます。歳出の項目を見ますと、結構三

角印が多く、細かいところを減額したのかなという印象を受けました。 

 特に教育費については、何が増えて、何が減ったのかという点を中心に

見させていただきました。特に光丘中学校とか中央林間小学校関連や中学

校のコンピュータ整備の方にも予算がかかっていると思いますが、特別支

援教育関係のスクールカウンセラーとか相談員を増やしていただいている

こととか、少人数指導の要員もまた増やしていただいていることは、大変
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ありがたいと考えています。 

 そこで、教育研究所長にお聞きしますが、教育研究費が大きく減らされ

ているように思いますが、このことについて、どのようにお考えなのかを

お聞かせください。 

 教育研究所の方でコンピュータ事業を扱っている関係で、そちらにかか

るお金が大変必要になります。それ以外の部分で、８％減を考えたとき

に、直接子どもに影響していく部分では減らせないだろうと考えます。職

員の努力によって補えるものについて減らしていくことを基本に、減額し

ています。 

 わかりました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 ３つの公社財団が１つになるということで、例えばその庶務管理機能が

統合できて経費が節減できたというようなことがあるのか、あるいは理事

長が１人で済んで、その費用が２人分浮くとかということがあるのかを、

お聞かせください。 

 トータル的なことを言いますと、統合に伴う事務的な面については、経

費の節減につながります。統合することによりまして、これまで別々に動

いていた作業が一人の職員でもって対応できますので、人件費削減として

の効果が出てくると思います。 

 平成１８年度の予算案については、協議会でご説明いただいたり議論を

したりいたしました。私はそちらの方がむしろこの最終的な案を採決する

よりも、大切なことだと思っております。 

 平成１９年度以降につきましては、先日の協議会のときにもお願いをし

ましたが、極めて早い段階での議論ができるようご配慮をいただきたいと

思います。 

 希望、意見ということでございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第９号について採決いたします。 

 本件の原案に対してご異議ございませんか。 
（異議なしの声） 

 異議なしということでございますので、議案第９号は可決いたしまし

た。 

 続いて、日程第７ 議案第１０号「県費負担教職員の管理職人事につい

て」は、人事案件ですので非公開となりますので、先にその他に入らせて

いただきます。 

 各課で報告事項がございましたら順次報告してください。 

 まず、青少年相談室相談体制と学校教育相談員体制の変更についてご説

明をさせていただきたいと思います。 

 お手元のＡ４の紙面にまとめたものと若草色のリーフレットをご覧くだ

さい。 

 まず、（１）の相談員構成の変更でございますが、現在、相談室のスク

ールカウンセラーとして臨床心理士を２名配置しております。このスクー

ルカウンセラーにつきましては、子どもと親の相談室の未設置校７校に出

向くことが主な業務でしたが、平成１８年度から小学校全校に子どもと親

の相談員を配置することになりましたので、相談室のスクールカウンセラ

ーは廃止いたします。この臨床心理士２名につきましては、平成１８年度

「心理カウンセラー」ということで雇用いたしまして、今後、青少年相談

室の専従として、適応指導教室通室児童生徒へのカウンセリング、軽度発

達障害等の相談業務に従事するというようなことで変えていきます。 
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 これに伴いまして心理判定員を現在１名配置しておりますが、これは業

務が重複するということで廃止します。 

 それから、（２）の不登校相談の一本化と訪問相談の充実でございます

が、最近不登校相談が大分増えております。この不登校に関する相談に対

応するための専従の訪問相談員を１名配置して訪問相談の充実を図ってい

きたいという内容でございます。 

 （３）の相談電話の名称と時間の変更についてですが、現在４本の電話

で相談を受けています。それぞれ「教育相談」、「親と子の電話相談」、

「いじめ１１０番」、「フリーダイヤル」となっております。先ほども申

しましたが、最近、非常に不登校相談が増えておりますので、わかりやす

くする観点からこれまでの教育相談の電話を不登校相談電話ということ

で、不登校相談の専用とします。 

 それから、「親と子の電話相談」については、主に親が子どものことで

相談する電話にします。 

 いじめ１１０番につきましては、現行のフリーダイヤルに変更します。 

現行の「いじめ１１０番」の番号につきましては、「ヤングテレホン」

という名称にしまして、子どもが自分とか友達のことで相談する電話にし

ます。なお、いじめ１１０番につきましては、今まで８時半から１９時ま

で対応しておりますが、これを１７時にします。 

 いじめ１１０番の１７時から１９時の相談件数は、平成１６年が７件、

平成１７年度の１月末までで２件という実態でございまして、これは相談

員を当然張りつけておかなければならないということでございますが、実

際にはほとんど仕事がないという状況でございますので１７時に切り上げ

たい、そして時間外、土・日・祝日については留守番電話で対応します。 

 次に、裏面の学校教育相談員体制の変更について説明いたします。平成

１８年度から小学校全校に「子どもと親の相談員」を配置するということ

で、青少年相談室はスクールカウンセラーを廃止することにしました。し

かし、小学校における「軽度発達障害」にかかわるケースの増加が顕在化

しておりまして、心理の専門家による見立て、その対応に対する教職員・

保護者への助言・援助が必要になります。 

 これの対応策としまして、現在中学校に１名ずつ配置されている臨床心

理士の資格を有する「県費スクールカウンセラー」の専門性を有効活用す

るため、小学校の方にも派遣できる体制を整えていきたいと考えておりま

す。この件につきましては、県の方からも小学校の方にも派遣するように

ということでご指導を受けているところでございます。 

 それから、リーフレットでございますが、先ほど説明しました電話相談

の番号を案内しているほか、「子どもと親の相談員」と「心の教室相談

員」の配置についても明記しました。 

 このリーフレットは、小中学校の全校児童・生徒に４月になってから配

布したいと考えております。 

 この件について、何かございますでしょうか。 

  

 「ヤングテレホン」と「親と子の相談電話」というのは、それぞれ親の

ため、子どものためと区分するということであれば、「親のための相談電

話」「子どものための相談電話」とすれば、こっちは子どものためだよ、

こっちは親の専用だよ、それからいじめと不登校についてはどっちが来て

もいいから声かけなさいということで、よりわかりやすくなったのではな

いでしょうか。 

 ありがとうございます。ご意見につきましては、リーフレットを改訂す

るときの参考にさせていただきたいと思います。 
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 では、次の報告に移ってください。 

  

アスベストの撤去に伴います南林間児童館の一時休館についてお知らせ

します。コミュニティセンター南林間会館のホール及び事務室の天井に吹

きつけてある建材から一部アスベスト成分が検出されました。幸い吹きつ

け部分については安定しておりまして、成分が飛散するなどの危険な状態

ではございませんが、市の方針としまして、安全対策に万全を期すため今

年度中に撤去工事を行う予定となっております。 

 工事の期間につきましては、３月に行う予定でございます。工事期間に

ついては、２週間以内ぐらいですが、南林間児童館はコミュニティセンタ

ー南林間会館に併設されている児童館で、その建物の入り口の部分という

ということでございますので、工事期間中は児童館も合わせて休館となり

ます。 

 わかりました。 

 次の報告に移ってください。 

 １０月の教育委員会定例会で報告させていただきました緑野児童館と下

和田児童館の空調改修工事に関してですが、昨年の暮れに競争入札を実施

したところ、どこの企業も落札できない状況で、今年度中の工事ができな

くなりました。 

 本工事は、防衛施設庁の補助金による工事で、何とか年度内に工事を行

う予定で防衛施設庁及び庁内での調整をしてきましたが、工事期間等の問

題から結局、平成１８年度に行うことになりました。具体的な日程が決ま

りましたら、またお知らせします。 

 この件について、何かございますでしょうか。 

 ほかの課からの報告はございませんか。 

 ほかに報告事項がないようでしたら、３月定例会の日程をお知らせし

て、その他を終了いたします。 

 ３月定例会は３月２３日午前１０時から予定しております。 

 それでは議事に戻ります。 

 日程第７ 議案第１０号「県費負担教職員の管理職人事について」は、

人事案件ですので非公開となります。 

 関係者以外の方の退室をお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

                      休憩 午後 ３時 ５分 

                      再開 午後 ３時 ６分 

 それでは再開いたします。 

 議案第１０号県費負担教職員の管理職人事について議題といたします。 

 細部説明を求めます。 

 小川学校教育課長。 

 （以下、資料により説明－審議内容は非公開－） 

  

 では、この件についてはこれで質疑等を終結いたします。 

 これより議案第１０号について採決いたします。 

 本件の原案に対してご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 
 異議なしということでございますので、議案第１０号は原案どおり承認

することに決しました。 

 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 
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 これにて教育委員会２月定例会を閉会いたします。 

  

                      閉会 午後 ３時１５分 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記会議の顛末を証記し、その相違ないことを証し署名する。 

 

 

 

     平成１８年２月１６日 

 

 

 

 

       署名委員 

 

 

 

 

       署名委員 

 

 

 

 

       書  記 

 


